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事 務 連 絡 

令和８年３月 31 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 

 

 

厚生労働省医薬局所管法令等に基づく申請等の手続における旧氏使用について 

 

 

令和８年３月に閣議決定された「第６次男女共同参画基本計画」（令和８年３月

13 日閣議決定）において、関係府省は、婚姻により氏を変更した人が不便さや不

利益を感じることのないよう、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むことと

されており、当省所管の法令に基づく行政手続に関する旧氏使用につきましては、

先般当省公式ホームページにおいてその解釈を示したところです。 

つきましては、厚生労働省医薬局が所管する法令等の規定（他の省庁が主管する

規定を除く。）に基づく申請、届出、通知等における旧氏の取扱いについて、下記

のとおり周知いたします。 

 

記 

 

１ 厚生労働省ホームページ（URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/hokabunya/kansoka/index_00003.html）にて厚生労働省所管法令等に基

づく申請等の手続について、旧氏使用可能な手続を掲載しております。 

 

２ 当局所管法令等に基づく申請等の手続については、旧氏の併記を希望する場合

は、旧氏を併記することができます。 

 

３ 本人確認時の対応 

  旧氏併記を希望する場合であって、当該手続が所管法令等において氏名を証明

する書類の提出を求めている場合は、旧氏を記載した住民票の写しや個人番号カ

ード等の公的な証明書類を提出させるようお願いいたします。 

 

写

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit


 

- 2 - 

４ 自治事務の取扱い 

 各地方公共団体においては、自治事務において申請者等の氏名の記載を求める

手続について、本通知を踏まえ、旧氏の使用について積極的に取り組んでいただ

くようお願いいたします。 

なお、本通知は、自治事務について、各地方公共団体の判断により、本人確認

に支障がないものとして既に単記等を認めているものがある場合には、当該運用

を妨げるものではありません。 

 

 


